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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
三
四
ご

昭
和
三
〇
1
1
（
撮
騙
根
喋
軌
賭
）

市
長
及
び
市
議
会
議
員
全
員
の
辞
職
と
そ
の
選
挙
の
効
力
を
争
う
訴

え
の
利
益

　
　
裁
決
取
消
並
び
に
選
挙
無
効
請
求
事
件
（
昭
三
〇
・
四
・
二
八
第
一

　
小
法
廷
判
決
）

　
　
昭
和
二
六
年
四
月
…
二
日
に
島
原
市
長
選
挙
な
ら
び
に
島
原
市
議
会

　
議
員
選
挙
が
同
時
に
執
行
さ
れ
た
が
、
選
挙
人
た
る
X
（
原
告
・
被
上

　
告
人
）
は
、
同
年
五
月
六
日
、
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
選
挙
の
効

　
力
に
関
す
る
異
議
申
立
て
を
し
た
と
こ
ろ
（
昭
和
三
七
年
の
公
職
選
挙

　
法
改
正
以
前
は
現
行
同
法
二
〇
二
条
の
異
議
の
申
出
を
異
議
の
申
立
と

　
称
し
て
い
た
）
、
同
委
員
会
は
市
長
選
挙
に
対
す
る
異
議
申
立
て
を
棄

　
却
し
、
市
議
会
議
員
選
挙
に
対
す
る
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
は
一
部
を

　
認
容
し
、
選
挙
の
一
部
を
無
効
と
す
る
旨
の
決
定
を
な
し
た
。
そ
こ
で
、

　
X
は
さ
ら
に
同
月
二
三
日
に
Y
（
被
告
・
上
告
人
、
長
崎
県
選
挙
管
理

　
委
員
会
）
に
対
し
て
訴
願
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
（
昭
和
三
七
年
の
前
記
改

　
正
以
前
は
現
行
二
〇
二
条
の
審
査
の
申
立
て
を
訴
願
の
提
起
と
称
し
て

　
い
た
）
、
同
委
員
会
は
同
年
九
月
一
〇
日
付
で
、
島
原
市
選
挙
管
理
委

員
会
が
一
部
無
効
を
認
め
た
部
分
を
取
り
消
し
、
全
面
的
に
訴
願
を
棄

却
す
る
旨
の
裁
決
を
な
し
、
そ
の
裁
決
書
は
同
月
二
日
に
X
に
送
達

さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
右
の
訴
願
裁
決
の
取
消
し
お
よ
び
選
挙
無
効

の
訴
え
を
提
起
し
た
。
第
一
審
裁
判
所
は
、
右
の
選
挙
に
つ
い
て
投
票

所
の
告
示
お
よ
び
選
挙
会
の
公
示
が
適
法
に
な
さ
れ
ず
、
選
挙
の
結
果

に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
と
し
て
、
X
の
請
求
を
認
容
し
、
訴
願
裁

決
を
取
り
消
し
、
各
選
挙
を
全
部
無
効
と
す
る
旨
の
判
決
を
下
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
Y
が
上
告
し
た
。
そ
し
て
、
上
告
に
際
し
て
市
選
挙
管

理
委
員
会
が
補
助
参
加
し
、
本
件
市
長
選
挙
に
つ
い
て
は
別
訴
が
係
属

中
で
あ
り
、
本
件
は
右
訴
え
の
後
に
重
ね
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
本
件
が
上
告
審
に
係
属
中
の
昭
和
三
〇
年
四
月
二
日
に
島
原

市
長
お
よ
び
島
原
市
議
会
議
員
の
全
員
が
辞
職
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て

最
高
裁
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
請
求
を
棄
却

し
た
。

　
「
職
権
で
調
査
す
る
に
、
本
件
係
争
の
各
選
挙
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

の
当
選
人
と
な
っ
た
島
原
市
長
及
び
島
原
市
議
会
議
員
の
全
員
が
、
昭
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和
三
〇
年
四
月
二
日
い
ず
れ
も
そ
の
職
を
辞
し
現
在
そ
の
職
に
な
い
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
本
件
各
選
挙
の
無
効
確
認
を
求
め
る
請
求

は
い
ず
れ
も
訴
の
利
益
な
き
に
帰
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
本
訴
各
請
求

は
棄
却
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
本
案
に
つ
き
判
断
を
与
え
た
原
判

決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。
（
な
お
上
告
人
補
助
参
加
人
の
訴
訟
代
理
人

A
は
本
件
市
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
別
途
訴
外
B
外
二
名
よ
り
無
効

確
認
の
訴
が
福
岡
高
等
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
、
現
に
…
…
繋
属
し
て
い

る
。
本
件
市
長
の
選
挙
無
効
の
訴
は
右
訴
の
後
に
重
ね
て
提
起
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
不
適
法
と
し
て
却
下
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
主

張
す
る
け
れ
ど
、
そ
の
主
張
自
体
に
よ
る
も
本
訴
は
前
記
訴
と
は
当
事

者
を
異
に
し
別
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
二
重
の
提
訴
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
）
」

　
な
お
、
最
高
裁
は
判
決
主
文
で
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
、
「
本
訴
訟
の

総
費
用
及
び
被
上
告
人
（
原
告
）
補
助
参
加
人
〔
上
告
人
（
被
告
）
の
誤

植
で
あ
ろ
う
〕
の
参
加
に
よ
っ
て
生
じ
た
訴
訟
費
用
は
上
告
人
の
負
担

と
し
、
各
上
告
人
（
被
告
）
補
助
参
加
人
の
参
加
に
よ
っ
て
生
じ
た
訴

訟
費
用
は
当
該
上
告
人
補
助
参
加
人
の
負
担
と
す
る
。
」
と
判
断
し
て

い
る
。

判
旨
に
反
対
す
る
。

【
　
本
件
で
は
つ
ぎ
の
二
点
が
間
題
に
な
っ
た
。
第
一
点
は
、
適
法

に
提
起
さ
れ
た
選
挙
訴
訟
の
係
属
中
に
当
該
選
挙
の
当
選
人
全
員
が

辞
職
し
た
場
合
で
も
、
訴
え
の
利
益
は
な
お
存
す
る
の
か
、
あ
る
い

は
そ
れ
は
消
滅
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
判
旨
は
、
こ
の

場
合
訴
え
の
利
益
は
消
滅
す
る
と
の
見
解
を
採
っ
た
。
そ
し
て
、
訴

え
の
利
益
の
欠
鉄
の
場
合
に
は
請
求
を
棄
却
す
る
と
い
う
、
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

実
務
を
支
配
し
て
い
た
考
え
方
に
従
っ
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
第

二
点
は
、
同
一
の
権
利
関
係
が
訴
訟
物
に
な
っ
て
い
て
も
、
当
事
者

が
異
な
る
場
合
に
は
、
二
重
起
訴
（
旧
民
訴
二
三
一
条
（
現
行
民
訴

一
四
二
条
）
。
本
稿
で
は
、
民
訴
法
の
条
文
の
番
号
を
示
す
場
合
、

ま
ず
本
件
当
時
の
そ
れ
を
「
旧
民
訴
○
○
条
」
と
表
示
し
、
つ
い
で
、

現
行
法
の
そ
れ
を
「
現
行
民
訴
○
○
条
」
と
表
示
す
る
）
に
あ
た
る

か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
判
旨
は
二
重
起
訴
に
あ
た
ら
な
い
と

し
た
。

　
従
来
の
民
訴
法
の
文
献
に
お
い
て
は
、
本
件
は
第
二
点
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

判
例
と
し
て
の
み
、
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
現
在

で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
旨
の
考
え
方
に
お
そ
ら
く
異
論
は
な
く
、

こ
れ
を
と
く
に
取
り
上
げ
て
論
じ
る
意
義
は
あ
ま
り
な
い
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
第
一
点
で
あ
る
訴
え
の
利
益
の

問
題
で
あ
り
、
本
評
釈
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

た
だ
し
、
判
決
主
文
で
判
断
さ
れ
て
い
る
訴
訟
費
用
の
負
担
の
点
も

検
討
の
余
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
評

釈
の
最
後
で
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。
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二
〇
第
一
点
と
類
似
し
て
い
て
、
実
務
上
も
学
説
上
も
、
よ
り
し

ば
し
ば
争
わ
れ
る
の
は
、
取
締
役
選
任
の
株
主
総
会
決
議
の
効
力
を

争
う
訴
訟
（
決
議
取
消
・
不
存
在
確
認
・
無
効
確
認
訴
訟
。
商
二
四

七
条
・
二
五
二
条
）
の
係
属
中
に
、
当
該
総
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ

た
取
締
役
ら
が
辞
任
し
、
あ
る
い
は
そ
の
任
期
が
満
了
し
た
場
合
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

訴
え
の
利
益
は
消
滅
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
通
説
は
、

決
議
取
消
判
決
の
遡
及
効
を
認
め
、
基
本
的
に
訴
え
の
利
益
を
肯
定

し
て
い
る
が
、
例
外
的
に
、
訴
え
の
利
益
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
判
例
に
お
い
て
は
最
判
昭
和
四
五
年
四
月

（
4
）

こ
日
が
、
役
員
選
任
の
総
会
決
議
取
消
訴
訟
の
係
属
中
に
、
そ
の
決

議
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
等
の
役
員
全
員
が
任
期
満
了
に

よ
り
退
任
し
、
そ
の
後
の
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
新
役
員
等
が

選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
決
議
取
消
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

訴
え
は
訴
え
の
利
益
を
欠
く
に
至
る
と
し
て
い
る
。

口
　
O
で
述
べ
た
よ
う
に
、
決
議
取
消
訴
訟
に
関
す
る
通
説
は
、
決

議
取
消
判
決
に
遡
及
効
が
あ
る
こ
と
を
、
役
員
の
辞
任
な
い
し
任
期

満
了
に
よ
っ
て
も
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
と
解
す
る
た
め
の
根

拠
と
し
て
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
選
挙
無

効
確
認
判
決
に
遡
及
効
を
認
め
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
選
挙

訴
訟
係
属
中
の
全
当
選
者
の
辞
任
は
同
訴
訟
の
訴
え
の
利
益
を
消
滅

さ
せ
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
地
方
自
治
法
一
二
八
条
・
一
四
四
条
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の

議
会
の
議
員
、
お
よ
び
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
公
職
選
挙
法
の

定
め
る
選
挙
無
効
の
争
訟
に
つ
い
て
決
定
、
裁
決
又
は
判
決
が
確
定

す
る
ま
で
は
、
「
そ
の
職
を
失
わ
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
規
定
の
解
釈
論
と
し
て
、
判
決
の
効
力
は
将
来
に
向
か
っ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

み
生
じ
る
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
判
決
の
遡
及

効
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
全
当
選
人
が
辞
職
し
た
な
ら
ば
、
一

般
選
挙
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
挙
の
暇
疵
は
治
癒
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
点
が
、
訴
え
の
利
益
の
存

否
と
の
関
連
に
お
い
て
間
題
に
な
る
。
前
記
二
ヶ
条
が
規
定
す
る
効

果
に
つ
い
て
、
判
決
の
結
果
選
挙
の
当
初
よ
り
議
員
た
る
べ
き
者
で

な
か
っ
た
こ
と
が
確
定
す
る
と
、
議
員
な
い
し
長
の
在
職
中
の
行
為

の
効
力
も
選
挙
の
時
に
遡
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
の
者
の
受
け
取
る
報
酬
は
法
律
上
の
原
因
を
欠
く
こ
と
に
な
る

し
、
在
職
中
の
当
選
人
と
法
律
関
係
に
入
っ
た
相
手
方
の
保
護
が
問

題
に
な
る
。

　
し
か
し
、
選
挙
の
管
理
・
執
行
に
暇
疵
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
直
ち
に
当
該
選
挙
に
よ
る
当
選
者
が
す
で
に
行
っ
た
職
務
執

行
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
間
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

公
職
に
よ
る
公
的
業
務
の
執
行
は
公
益
に
か
か
わ
り
、
そ
の
当
否
が

選
挙
の
無
効
・
取
消
し
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
覆
る
と
す
る
な
ら
ば
、
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そ
の
及
ぼ
す
影
響
は
甚
大
か
つ
深
刻
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

「
…
…
そ
の
選
挙
の
全
部
又
は
一
部
の
無
効
を
…
…
判
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
公
選
法
二
〇
五
条
の
文
言
か
ら
は
、

選
挙
自
体
が
無
効
で
あ
っ
て
も
、
無
効
な
選
挙
に
当
選
し
た
当
選
人

ら
の
行
為
ま
で
は
無
効
に
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
遡
及
効
を
否
定

す
る
解
釈
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
解
す
る
な
ら
ば
、
判
決
の
結
果
、
失
職
し
た
者
が
当
選
人
と
し
て

な
し
た
対
外
的
行
為
の
効
果
は
地
方
自
治
体
・
議
会
に
お
よ
ぶ
こ
と

　
（
7
）

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
選
挙
の
無
効
・
取
消
判
決
が
確
定
し
て
も
、

そ
の
効
力
は
原
則
と
し
て
遡
及
せ
ず
、
当
選
人
ら
の
在
職
中
の
行
為

の
効
力
は
当
然
に
は
無
効
に
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
、
妥
当
で
あ

る
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
、
当
選
人
の
役
務
の
提
供
に
対
す
る
対
価
と
歳
費
と
の
差

額
の
調
整
が
明
ら
か
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
単
な
る
宣
言
的

効
果
だ
け
で
具
体
的
な
紛
争
解
決
の
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
訴
訟
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、

選
挙
無
効
確
認
の
訴
え
の
利
益
は
、
差
額
の
調
整
を
理
由
に
肯
定
す

　
　
　
　
（
8
）

べ
き
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
前
述
の
総
会
決
議
取
消
訴
訟
に
関
す
る
昭
和
四
五
年
の
最

高
裁
判
例
は
、
会
社
役
員
の
辞
任
な
い
し
任
期
満
了
後
も
、
取
締
役

の
在
任
中
の
行
為
に
よ
り
会
社
の
受
け
た
損
害
を
回
復
す
る
た
め
に
、

決
議
取
消
し
を
求
め
る
利
益
が
あ
る
場
合
の
あ
り
う
る
こ
と
を
判
示

し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
当
選
人
の
違
法
・
不
当
な
職
務
執
行
に

関
す
る
責
任
を
追
及
す
る
前
提
と
し
て
、
当
選
人
の
辞
任
後
も
、
無

効
確
認
訴
訟
の
訴
え
の
利
益
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
り
そ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
訴
え
の
利
益
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、

た
と
え
ば
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
な
ど
し
て
責
任
を
追
及
す
る
と
い

っ
た
他
の
法
的
手
段
ま
で
も
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
当
選
人
の
責
任
追
及
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
訴
え
の
利
益
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
　
以
上
の
よ
う
に
、
選
挙
無
効
確
認
判
決
に
遡
及
効
を
認
め
、
当

選
人
の
役
務
提
供
に
対
す
る
対
価
と
歳
費
の
差
額
の
調
整
や
当
選
人

に
対
す
る
責
任
追
及
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
当

選
人
辞
任
後
の
選
挙
無
効
確
認
訴
訟
の
訴
え
の
利
益
を
肯
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
、
か
か
る
訴
え
の
利
益

は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
と
な
る
の
は
、
選
挙
訴
訟
に
お
い
て
は
、
選
挙
の
暇
疵

に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
具
体
的
な
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ

以
上
に
、
公
職
選
挙
が
適
法
に
管
理
・
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
関
す
る

選
挙
人
の
一
般
的
利
益
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
全
当
選
人
が
辞
職
し
た
場
合
に
も
、
選
挙
訴
訟
に
お
い

て
請
求
認
容
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
も
、
一
般
選
挙
が
執
行
さ
れ
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る
こ
と
に
な
る
（
前
者
の
場
合
に
は
公
選
法
一
一
六
条
に
よ
り
、
後

者
の
場
合
は
同
法
三
三
条
四
項
に
よ
る
）
と
い
う
点
で
は
、
結
果
に

変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
選
挙
の
暇
疵
は
、
そ
の
選
挙
の
全
当
選
人

が
辞
職
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
治
癒
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま

さ
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
選
挙
訴
訟
の
係
属
中
に
全
当
選
人
が
辞
職
し

て
も
、
当
該
訴
訟
の
訴
え
の
利
益
は
消
滅
し
な
い
と
い
う
結
論
が
引

き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
最
後
に
、
本
判
決
は
、
請
求
棄
却
の
判
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

被
告
で
あ
る
上
告
人
に
訴
訟
費
用
を
負
担
さ
せ
た
。
旧
民
訴
八
九
条

（
現
行
民
訴
六
一
条
）
は
、
訴
訟
費
用
の
敗
訴
者
負
担
の
原
則
を
規
定

し
、
同
旧
九
〇
条
以
下
（
同
現
行
六
二
条
以
下
）
が
そ
の
例
外
を
規
定

し
て
い
る
。
本
件
の
場
合
、
市
長
お
よ
び
議
員
が
辞
任
さ
え
し
な
け

れ
ば
、
請
求
認
容
の
判
決
を
出
せ
る
の
に
、
訴
訟
要
件
の
欠
敏
を
理

由
に
審
判
を
打
ち
切
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
裁
判
所
の
裁
量
で
当

事
者
間
の
利
益
を
考
慮
し
た
判
断
を
示
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
本

件
で
最
高
裁
が
訴
訟
費
用
の
負
担
に
関
し
て
執
っ
た
措
置
は
正
当
で

　
　
　
　
　
　
（
9
）

あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
1
）
　
岩
松
三
郎
・
兼
子
一
編
『
法
律
実
務
講
座
・
民
事
訴
訟
法
篇
』

第
二
巻
第
一
審
手
続
ω
五
三
頁
（
有
斐
閣
、
昭
三
三
）
、
岩
松
三
郎

　
「
民
事
裁
判
に
お
け
る
判
断
の
限
界
（
二
）
」
法
曹
時
報
三
巻
二
号

　
二
六
九
頁
〔
民
事
裁
判
の
研
究
所
収
、
六
六
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
昭

三
六
）
〕
、
兼
子
一
『
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
』
三
三
七
頁
（
酒
井
書

店
、
増
訂
版
、
昭
四
〇
）
参
照
。

（
2
）
　
た
と
え
ば
、
小
山
昇
『
民
事
訴
訟
法
』
現
代
法
律
学
全
集
2
2
二

　
一
二
頁
（
青
林
書
院
、
五
訂
版
、
平
一
）
、
菊
井
維
大
・
村
松
俊
夫

　
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
〔
H
〕
』
一
五
一
頁
（
日
本
評
論
社
、
平
一
）
、
斎

藤
秀
夫
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
⑤
』
二
七
五
頁
〔
斎
藤
秀
夫
執
筆
〕

　
（
第
一
法
規
出
版
、
第
二
版
、
平
五
）
参
照
。

（
3
）
　
商
法
の
文
献
と
し
て
、
上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法

⑤
』
三
三
四
頁
〔
岩
原
紳
作
執
筆
〕
（
有
斐
閣
、
昭
六
一
）
、
前
田
庸

　
『
会
社
法
入
門
』
二
四
九
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
平
三
）
、
森

本
滋
『
会
社
法
』
二
一
八
頁
以
下
（
有
信
堂
高
文
社
、
平
五
）
、
中
村

真
澄
『
会
社
法
』
一
六
三
頁
（
成
文
堂
、
平
六
）
、
鈴
木
竹
雄
『
新
版

会
社
法
』
】
七
七
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
全
訂
第
五
版
、
平
六
）
、
龍
田

節
『
会
社
法
』
一
七
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
五
版
、
平
七
）
な
ど
。

　
民
訴
法
の
文
献
と
し
て
、
中
野
貞
一
郎
「
総
会
決
議
取
消
の
訴
と

　
『
訴
え
の
利
益
』
」
旬
刊
商
事
法
務
研
究
一
〇
四
号
三
頁
（
昭
三
三
）
、

兼
子
・
前
掲
注
（
1
と
五
八
頁
、
小
山
・
前
掲
注
（
2
）
二
四
四
頁
、

新
堂
幸
司
『
民
事
訴
訟
法
』
】
八
七
頁
（
弘
文
堂
、
第
二
版
補
正
版
、

平
二
）
、
兼
子
一
・
竹
下
守
夫
『
新
版
民
事
訴
訟
法
』
（
弘
文
堂
、
全

　
訂
第
五
版
、
平
五
）
、
中
野
貞
一
郎
ほ
か
編
『
民
事
訴
訟
法
講
義
』

　
一
六
九
頁
（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
平
六
）
、
上
田
徹
一
郎
『
民
事
訴
訟

　
法
』
二
〇
七
頁
（
法
学
書
院
、
第
二
版
、
平
九
）
な
ど
。
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（
4
）
　
民
集
二
四
巻
四
号
二
二
三
頁
。
江
見
弘
武
「
選
挙
関
係
訴
訟
の

諸
問
題
」
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
1
0
』
二
〇
二
頁
（
日
本
評
論
社
、

　
昭
五
七
）
に
よ
れ
ば
、
選
挙
関
係
の
訴
訟
に
お
い
て
、
当
選
人
の
死

　
亡
な
い
し
辞
職
は
、
選
挙
の
効
力
に
は
影
響
を
及
ぽ
さ
な
い
と
さ
れ

　
る
。
た
だ
、
市
長
お
よ
び
市
議
会
議
員
の
全
員
の
辞
職
が
あ
っ
た
と

　
き
に
は
訴
え
の
利
益
が
消
滅
す
る
と
判
示
し
た
本
件
を
引
用
し
て
、

後
発
的
な
事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
訴
え
が
不
適
法
化
す
る
場
合
が
あ

　
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
渡
部
吉
隆
・
園
部
逸
夫
『
行
政

事
件
訴
訟
法
体
系
』
二
六
七
頁
（
西
神
田
編
集
室
、
昭
六
〇
）
参
照
。

（
5
）
　
学
説
・
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
3
）
に
掲
示
し

　
た
文
献
の
ほ
か
に
、
新
堂
幸
司
「
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
え
」
上

柳
ほ
か
編
『
会
社
法
演
習
H
』
八
八
頁
（
有
斐
閣
、
昭
五
九
）
、
中
島

弘
雅
「
株
主
総
会
決
議
訴
訟
の
機
能
と
訴
え
の
利
益
（
一
）
～
（
三

完
）
」
民
商
九
九
巻
四
号
一
頁
以
下
・
同
五
号
一
頁
以
下
・
同
六
号

　
四
三
頁
以
下
（
昭
六
四
・
平
一
）
。

（
6
）
　
杉
村
敏
正
「
判
解
」
民
商
三
三
巻
三
号
四
四
六
頁
（
昭
三
二
）
は
、

　
こ
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
在
職
中
の
議
員
及
び
長
の
行
為
が
効

力
を
失
わ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
法
律
関
係
に
お
い
て
適
法

　
に
在
職
し
た
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

　
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
辞
職
後
に
は
選
挙
無
効
の
争
訟
は
訴
え
の

利
益
を
有
し
な
い
と
し
て
い
る
。

（
7
）
　
大
塚
龍
児
「
判
批
」
判
評
三
三
八
号
七
〇
頁
（
昭
六
二
）
。

（
8
）
　
こ
の
よ
う
な
差
額
の
調
整
に
つ
い
て
、
長
野
士
郎
『
逐
条
地
方

自
治
法
』
三
七
九
頁
（
学
陽
書
房
、
第
二
一
次
改
訂
新
版
、
平
七
）
は
、

通
常
、
両
者
は
同
額
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
確
認
の
訴
え
に
よ
る
と

　
い
う
よ
う
な
措
置
を
と
る
必
要
が
生
ず
る
場
合
は
ま
れ
で
あ
る
と
し

　
て
い
る
。

（
9
）
　
最
判
昭
和
二
七
年
二
月
一
五
日
民
集
六
巻
二
号
八
八
頁
は
、
上

告
審
係
属
中
に
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
、
原
判
決
お
よ
び
第
一
審
判

決
（
請
求
認
容
）
を
取
り
消
し
、
訴
え
却
下
の
判
決
を
す
べ
き
場
合
で

　
も
、
上
告
に
理
由
が
な
い
と
き
は
、
旧
民
訴
九
一
条
（
現
行
民
訴
六

三
条
）
に
よ
っ
て
訴
訟
費
用
は
す
べ
て
上
告
人
（
被
告
）
に
負
担
さ
せ

　
て
い
る
。

〔
付
記
〕
　
本
件
に
つ
い
て
は
、
杉
村
敏
正
・
民
商
三
三
巻
三
号
四
四
四

頁
（
昭
三
二
）
、
田
中
真
次
・
法
曹
時
報
七
巻
六
号
八
二
頁
（
昭
三
〇
）

〔
判
解
民
昭
三
〇
年
度
五
二
頁
（
昭
四
一
）
〕
、
同
・
選
挙
八
巻
六
号
一
七

頁
（
昭
三
〇
）
な
ど
に
解
説
が
あ
る
。
な
お
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編

『
行
政
事
件
訴
訟
十
年
史
』
一
二
六
、
三
九
六
頁
（
法
曹
会
、
昭
三
六
）
、

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
主
要
行
政
事
件
裁
判
例
概
観
6
1
選
挙

関
係
・
そ
の
他
の
行
政
事
件
編
ー
』
五
四
頁
（
法
曹
会
、
平
四
）
で
も

本
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
貴
博
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